
土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期

す
べ
き
で
あ
る
。

一

新
た
な
土
地
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
や
、
土
地
所
有
者
等
の
責
務
等
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
る
と
と

も
に
、
あ
わ
せ
て
、
土
地
の
所
有
者
が
、
そ
の
所
有
す
る
土
地
に
関
す
る
登
記
手
続
そ
の
他
の
権
利
関
係

の
明
確
化
及
び
当
該
土
地
の
境
界
の
明
確
化
等
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

二

土
地
基
本
法
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
基
本
的
施
策
の
実
現
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
適
正
な
土
地
の

利
用
及
び
管
理
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
は
、
財
産
権
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

十
分
に
配
慮
し
つ
つ
、
土
地
の
有
効
利
用
の
誘
導
、
防
災
・
減
災
、
地
域
へ
の
外
部
不
経
済
の
発
生
防
止

及
び
解
消
等
に
向
け
、
土
地
基
本
方
針
の
策
定
を
通
じ
た
関
係
省
庁
の
緊
密
な
連
携
の
下
、
総
合
的
に
進

め
る
こ
と
。

三

放
置
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
土
地
の
管
理
に
つ
い
て
、
地
域
に
お
け
る
土
地
に
関
す
る
現
状

把
握
及
び
周
辺
環
境
へ
の
悪
影
響
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
策
な
ど
地
域
住
民
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
等
の
具
体
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。



四

新
た
に
策
定
す
る
土
地
基
本
方
針
に
基
づ
く
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
地
籍
調
査
の
円
滑
化
・
迅

速
化
を
図
る
た
め
新
た
に
導
入
さ
れ
る
手
続
等
に
関
す
る
国
か
ら
の
助
言
、
有
識
者
の
派
遣
、
知
識
・
経

験

を

有

す

る

民

間

事

業

者

の

積

極

的

な

活

用

等

、

地

方

公

共

団

体

へ

の

支

援

や

連

携

協

力

に

努

め

る

こ

と
。

五

土
地
基
本
法
の
改
正
を
踏
ま
え
て
講
じ
ら
れ
る
国
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
諸
施
策
を
通
じ
て
、
土
地

の
利
活
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
土
地
の
管
理
不
全
化
の
防
止
、
所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
の
抑
制
・
解
消

に
向
け
た
取
組
を
関
係
府
省
が
一
体
と
な
っ
て
行
う
こ
と
。
そ
の
際
、
相
続
登
記
の
申
請
の
義
務
化
や
土

地
の
所
有
権
放
棄
を
認
め
る
制
度
等
の
創
設
に
向
け
て
の
検
討
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
。

六

空
き
地
・
空
き
家
へ
の
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
空
き
地
等
に
関
す
る
条
例
や
空
家
等
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
等
に
基
づ
い
た
地
方
公
共
団
体
等
の
取
組
を
引
き
続
き
支
援
す
る
と
と
も
に
、
管
理

不
全
の
土
地
の
解
消
等
に
関
連
し
た
実
効
性
の
あ
る
制
度
の
確
立
に
向
け
た
検
討
を
行
う
こ
と
。

七

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
・
管
理
を
推
進
し
、
所
有
者
の
探
索
方
法
の
合
理
化
に
資
す
る
土
地
情
報
基

盤
を
整
備
す
る
た
め
、
不
動
産
登
記
簿
、
森
林
簿
、
農
地
基
本
台
帳
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
、
住
民
票
、

戸
籍
等
の
関
連
情
報
の
利
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
個
人
情
報
保

護
に
は
十
分
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

八

土
地
は
、
国
民
の
た
め
の
限
ら
れ
た
資
源
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
際
化
の
進
展
を
踏
ま
え
、
国
内
外

を
問
わ
ず
土
地
所
有
者
の
所
在
地
を
的
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る



こ
と
。

九

我
が
国
に
お
け
る
高
齢
化
や
人
口
減
少
を
踏
ま
え
、
早
期
に
地
籍
調
査
を
完
了
す
る
た
め
、
調
査
手
法

の
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
社
会
資
本
整
備
、
防
災
対
策
等
、
よ
り
緊
急
性
の
高
い
地
域
で
の
調
査
が

着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
優
先
実
施
地
域
の
絞
り
込
み
を
図
り
つ
つ
、
当
該
地
域
で
の
実
施
を
促
進
す

る
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

十

災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
等
に
資
す
る
地
籍
調
査
の
迅
速
化
を
図
る
た
め
、
そ
の
必
要
性
及
び
重
要
性

に
つ
い
て
、
国
民
及
び
地
方
公
共
団
体
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
地
籍
調
査
の
未
着
手
・
休
止
市
町
村

の
解
消
に
向
け
、
民
間
委
託
制
度
の
活
用
促
進
等
、
体
制
が
十
分
で
な
い
市
町
村
へ
の
き
め
細
や
か
な
支

援
を
行
う
と
と
も
に
、
早
期
に
地
籍
調
査
を
完
了
す
る
た
め
、
新
た
に
策
定
す
る
国
土
調
査
事
業
十
箇
年

計
画
に
基
づ
く
事
業
の
着
実
な
推
進
の
た
め
必
要
と
な
る
予
算
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

十
一

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
筆
界
特
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
権
利
関
係
の
明
確
化
や
円
滑
な
地
籍
調
査

の
実
施
等
に
資
す
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
申
請
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
申
請
代
理
人
や
筆

界
調
査
委
員
な
ど
の
専
門
的
知
識
・
経
験
を
有
す
る
者
の
確
保
も
含
め
、
十
分
な
体
制
及
び
必
要
な
予
算

の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


